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職
員
採
用
試
験

町総務課　TEL096－234－1140（内線221）　klg202@town.kosa.lg.jp

■
一
般
事
務
職
員
を
採
用
予
定

　
町
で
は
、
平
成
26
年
度
町
職
員
採
用

試
験
を
、
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

▼
試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

①
高
等
学
校
卒
業
程
度
（
一
般
事
務
）

　
３
人
程
度

【
受
験
資
格
】

　
昭
和
63
年
４
月
２
日
〜
平
成
９
年
４

　
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者

②
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
（
一
般
事
務
）

　
２
人
程
度

【
受
験
資
格
】

　
昭
和
44
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63
年
４

　
月
１
日
に
生
ま
れ
た
者
で
、
民
間
企

　
業
な
ど
で
の
職
務
経
験
が
５
年
以
上

　
あ
る
者

▼
申
し
込
み
手
続
き

　
町
発
行
の
採
用
試
験
申
込
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

郵
送
の
場
合
は
、
受
験
票
の
返
信
用

と
し
て
82
円
切
手
を
貼
っ
た
封
筒

（
宛
先
、
郵
便
番
号
を
明
記
）
を
同
封

し
、「
甲
佐
町
職
員
採
用
試
験
申
込
」

と
朱
書
き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
、
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

持
参
の
場
合
は
、
町
総
務
課
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
し
込
み

受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
願
書
受
付
期
間

　
７
月
28
日(

月)

〜
８
月
15
日(

金)
※�
郵
送
の
場
合
は
、
８
月
15
日(

金)
消
印
有
効
で
す
。

▼
試
験
日
時
お
よ
び
試
験
会
場

・
第
１
次
試
験

　
９
月
21
日
（
日
）
午
前
８
時
30
分
集
合

　
県
立
御
船
高
等
学
校

※�

試
験
結
果
は
、
10
月
中
旬
に
合
格

者
・
不
合
格
者
と
も
に
通
知
す
る
ほ

か
、
町
役
場
に
掲
示
し
ま
す
。

・
第
２
次
試
験

　
11
月
上
旬
（
予
定
）

※�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
１
次
試
験
合

格
者
に
通
知
し
ま
す
。

※�

そ
の
ほ
か
、
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て

は
町
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
町
公
式
サ
イ
ト
　

　
URL�h

ttp
://w

w
w
.to
w
n
.k
o
sa
.

　
　�k

u
m
a
m
o
to
.jp

平 成 2 6 年 度 町 職 員
採用試験のお知らせ

農
業

町産業振興課　TEL096－234－11７６（ 内線1５７）　klg207@town.kosa.lg.jp

■
「
青
年
就
農
給
付
金
」
受
給
者
の

　

募
集
に
つ
い
て

　
「
青
年
就
農
給
付
金
」
と
は
、
青
年
の

就
農
意
欲
の
喚
起
と
就
農
後
の
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
か
ら
新

規
就
農
者
に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。

●
青
年
就
農
給
付
金
「
経
営
開
始
型
」

【
内
容
】

　
農
業
を
始
め
て
か
ら
経
営
が
安
定
す

る
ま
で
の
期
間
（
最
長
５
年
間
）
に
給

付
す
る
も
の

【
給
付
額
】

　
１
５
０
万
円
/

年（
最
長
５
年
間
）

【
対
象
者
】

・
独
立
・
自
営
就
農
時
点
の
年
齢
が
、

　
原
則
45
歳
未
満
（
平
成
22
年
４
月
以

　
降
の
独
立
・
自
営
就
農
が
対
象
）

・
前
年
の
所
得
が
２
５
０
万
円
未
満

　（
初
年
度
を
除
く
）

【
要
件
】

※
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
条

　
件
で
す
。

①
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
づ
け

　
ら
れ
る
こ
と

②
農
地
の
所
有
権
ま
た
は
利
用
権
を
給

　
付
対
象
者
が
有
し
て
い
る
こ
と

③
主
要
な
機
械
・
施
設
を
給
付
対
象
者

　
が
所
有
ま
た
は
借
り
て
い
る
こ
と

④
生
産
物
や
生
産
資
材
な
ど
を
給
付
対

　
象
者
の
名
義
で
出
荷
・
取
引
す
る
こ
と

⑤
給
付
対
象
者
の
農
産
物
の
売
上
な
ど

　
の
経
営
収
支
に
つ
い
て
、
給
付
対
象

　
者
名
義
の
通
帳
お
よ
び
帳
簿
で
管
理

　
す
る
こ
と

●
青
年
就
農
給
付
金
「
準
備
型
」

【
内
容
】

　
県
が
指
定
し
た
農
業
研
修
機
関
で
研

修
を
受
け
る
場
合
に
、
研
修
期
間
な
ど

に
必
要
な
準
備
金
を
給
付
す
る
も
の

【
給
付
額
】

　
１
５
０
万
円
/

年（
最
長
２
年
間
）

◎
青
年
就
農
給
付
金
に
は
、
こ
れ
ら
の

　
要
件
以
外
に
も
条
件
や
制
限
が
あ
り

　
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
町
産
業
振
興

　
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

　
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

新規就農者に対して
補助金を支給します

詳しくは、町産業振興課へお問い合わせください

願書受付は７月28日（月）〜８月15日（金）


